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【平成２９年度実施】 

 働く場における男女の意識調査結果概要 

１．回答者の属性 

（1）業種別の分布 

 

回答者のうち製造業の事業所が約７割を占めるた

め、この調査結果は、製造業の事業所の傾向が強く

反映されたものと考えられる。 

 

 

 

 

（2）従業員数の分布 

 

   回答者のうち従業員100人未満の事業所が約７割

を占めるため、この調査結果は、中小規模の事業所

の傾向が強く反映されたものと考えられる。 

   

 

    

 

 

２．従業員や管理職の女性比率 

（1）従業員の女性比率 

   従業員全体・正社員の女性比率は微増傾向にあるものの、事業所内の男女比には大

きな変化がない状況である。 

   また、パートタイム労働者（※１）の女性比率は８割以上で推移しており、短時間

労働を選択する（または選択せざるを得ない）女性が一定程度存在している状況が伺

える。 

 

 

 

 

※１ パートタイム労働者（パートタイム 

労働法） 

 １日の所定労働時間または１週間の所定 

労働日数が当該事業所の一般従業員よりも 

短い労働者 
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  （2）管理・監督職の女性比率 

 管理職（課長相当職以上）、監督職（係

長・班長等相当職）ともに低い比率で推移し

ているものの増加傾向にあり、女性の社会参

加が着実に進んでいる状況が伺える。 

   なお、管理職の女性比率は、長野県や 

全国の平均値よりも低い状況である。 

   

 

３．女性従業員の活用・登用 

（1）ポジティブ・アクション（※2）の認知度 

   

 用語の認知度は前回から大きく下降して約

４割となり、従業員50人未満の事業所では約

２割にとどまっている。 

 

※2 ポジティブ・アクション（積極的格差是正措置） 

 社会のさまざまな分野で男女間の格差を是正す

るため､一方の性に対して一定の範囲で特別な機

会を提供することなどにより、実質的な機会均等の実現を目

的として講じる暫定的な措置 

 

    

 

 

（2）正規の女性従業員の働き方の傾向 

   結婚・妊娠・出産を契機に退職する女性従業員が多いと答えた事業所は、前回から

下降して２割未満となり、育児休業を利用して出産後も働き続ける女性従業員が増加

傾向にあることが伺える。 

 一方、従業員50人未満の事業所では、結婚・妊娠・出産を契機に退職する女性従業

員が多いと答えた割合が約３割を占め、仕事と家庭の両立が難しい、または、何らか

の理由により家庭に入ることを選択する女性が一定程度存在する状況が伺える。 

■管理職 

●監督職 
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12.9%

38.7%

25.8%

9.7%

■結婚を契機に退職する従業員が多い。

●妊娠・出産を契機に退職する従業員が多い。

▲産前・産後休暇および育児休業後に復帰し、継続して就

業している従業員が多い。

妊娠・出産する女性従業員は少ない、またはいない。

その他
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（3）女性管理職の登用に向けた取組 

   女性の管理職を育成するため、女性従業員向けの研修等による意識啓発を行う事業

所が約５割を占める一方、未実施の事業所が３割程度存在し、女性管理職の登用に慎

重な事業所が多く存在する状況が伺える。 

 
 

（4）女性管理職の登用に向けた課題 

   管理職登用を希望していない女性従業員が多いと感じている事業所は、６割を占め

る。また、管理職に必要な能力や経験を持つ女性従業員が少ないと感じている事業所

は約５割を占め、女子管理職候補の育成に苦慮している状況が伺える。 

 
 

 

４ 育児休業制度、介護休業制度 

（1）育児休業制度の整備、取得状況 

   育児休業制度を整備している事業所が約９割を占める。 

   その中、育児休業中の女性従業員がいる事業所は、前回から倍増したものの約５割

にとどまる。育児休業後に就業を継続する女性が増加傾向にある（３(2)参照）こと

を踏まえると、育児休業の対象となる女性自体が少ないと推測される。一方、育児休

業制度を整備していない事業所が１割程度存在することから、妊娠・出産を機に退職

する（退職せざるを得ない）女性の存在も伺える。 

12.9%

0.0%

48.4%

9.7%

12.9%

3.2%

29.0%

女性管理職の登用について、数値目標を設けている。

女性従業員が満たしにくい昇格条件を見直している。

指導的立場になりつつある女性従業員に向けて、企業側からの期待を伝えたり、研

修等により自らの役割を自覚してもらったりする機会を設けている。

他の女性従業員のロールモデルとなるような女性管理職を育成している。

女性管理職の登用について、従業員全体への意識啓発をしている。

その他

未実施

0% 20% 40%

45.2%

9.7%

6.5%

22.6%

19.4%

3.2%

64.5%

6.5%

■ 管理職に必要な知識・経験・判断力・指導力などを持つ女性従業員

が少ない、またはいない。

体力面や業務内容を考慮すると、女性は管理職に向いていないと感じ

る。

女性従業員は、管理職になるための研修や教育訓練の機会が少ない。

ロールモデルとなるような女性管理職がいない。

社内には、女性管理職を登用しようという雰囲気があまりない。

従業員の中に、女性が管理職になることを快く思わない雰囲気があ

る。

● 管理職への意識が低い、または管理職になることを望んでいない女

性従業員が多い。

その他

0% 20% 40% 60%
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 また、育児休業中の男性従業員がいる事業所はほとんどなく、男性による制度の利

用は進んでいない状況にある。（育児休業取得状況 女性：54.8％、男性：3.2％） 

   一方、育児休業を取得した女性従業員のうち、休業期間が１年を超える人が７割以

上を占め、育児・介護休業法の改正により制度が充実してきたことから、育児休業が

長期化の傾向にあると考えられる。 

 

 

 

 

（2）介護休業制度の整備、取得状況 

介護休業制度を整備している事業所が約８割を占める。 

また、介護休業中の従業員がいる事業所はほとんどな

く、男女ともに、制度の利用が進んでいない状況が伺

える。 

   その背景として、要介護状態にある家族を持つ従業

員が少ないこと、介護保険サービスの充実により休業

の必要性がないこと、介護休業制度が利用できる環境

にないことなどが推測されるほか、家族の介護を理由

に離職する従業員の存在も伺える。 

   （従業員編 ５(２)参照） 

 

 

 

５．ハラスメント対策 

（1）妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント

（※3）、セクシュアルハラスメント（※4）の認知度 

※3 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント 

     妊娠・出産や育児休業等の利用について、上司や同僚からの言

動により、妊娠・出産した従業員や育児休業等を申請・取得し

た従業員などの就業環境が害されること 

※4 セクシュアルハラスメント 

 従業員の意に反して不快、不安な状態に追い込む性的な言動（同性によるものを含む。）により、仕事を

する上で不利益を与えたり、就業環境を害したりすること  

～６ヶ月
4.2%

～1年
23.6%

～１年６ヶ月
20.8%

１年６ヶ月～
51.4%

23.1%

58.1%

20%

40%

60%

H24 H29

言葉も内容も

知っている。
87.1%

言葉を聞いたことは

あるが、内容はよく

知らない。
6.5%

 ＜育児休業者のいる事業所＞  

 ＜女性の取得状況＞ 

3.8%

3.2%

0%

5%

H24 H29

＜介護休業者のいる事業所＞  
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（2）ハラスメント対策 

   ハラスメントの防止対策や、ハラスメントが起こった際の対応方針や体制の整備な

ど、何らかの取組を行っている事業所が約９割を占める。 

   管理職や従業員にハラスメントを禁止する旨を周知している事業所、また、ハラス

メントに関する相談窓口を設けている事業所の割合は、平成19年度調査（男女雇用機

会均等法の大幅改正後に実施）で上昇して以降、下降傾向が続いている。 

   また、ハラスメントに関する苦情・相談窓口を設けている事業所が約６割を占める

一方、残りの約４割の事業所では、社内にハラスメントが起こった際の相談先がある

か懸念される。（従業員編 ６(1)(2)(3)参照） 

 
   

 

 

 

６．パートタイム労働者 

（1）パートタイム労働者の雇用状況 

年間を通じて継続的にパートタイム労働者

を雇用している事業所は６割以上で推移して

おり、パートタイムが雇用形態の１つとして

定着している状況が伺える。 

   

（2）女性パートタイム労働者の雇用理由 

   パートタイム労働者の約９割を占める女性を雇用する理由として、人件費の抑制

や、特殊な技能や資格のいらない単純作業が多いことを挙げる事業所が約４割を占

め、経費削減や業務効率化の一手となっていることが伺える。 

   また、女性に適した業務内容が多いことを挙げる事業所が約４割を占め、女性の特

性が生きる業務や職場でパートタイム労働者が活用されている状況が伺える。（単純

作業や正規従業員の補助的業務を任される人が多いと推測される。） 

58.1%

35.5%

22.6%

61.3%

51.6%

0.0%

3.2%

■就業規則等に、ハラスメントの定義やハラスメントを禁止する旨を明確

化している。

●管理職や従業員に、ハラスメントの定義やハラスメントを禁止する旨を

周知している。

管理職や従業員を対象に、ハラスメント対策を目的とする研修などを行っ

ている。

▲ハラスメントに関する苦情・相談窓口を設け、従業員等から訴えがあっ

た場合は速やかに対応できる体制を整えている。

従業員等からハラスメントに関する苦情・相談があった場合、それを理由

に雇用管理上不利益な取り扱いを行わない旨や、それに関するプライバ

シーを保護する旨を周知している。

その他

該当なし

0% 20% 40% 60%

85.0%

80.0%

61.5%

71.0%

55%

75%

H14 H19 H24 H29
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（3）パートタイム労働者の今後の雇用方針 

   生産量や業務量の変化に応じた雇用調整や人件費の抑制など、経費削減のためにパ

ートタイム労働者を活用したいと考える事業所が依然として多い。 

   一方、意欲や能力の高いパートタイム労働者を正規従業員として登用したいと考え

る事業所の割合は、前回から大きく上昇して約４割を占める。その背景として、雇用

情勢の好調さ、生産年齢人口の減少に伴う働き手不足、正規従業員への転換を推進す 

る国の政策の影響などが推測される。 

 

７．従業員のワーク・ライフ・バランス 

（1）ワーク・ライフ・バランス（※5）の認知度 

用語の認知度は約６割、従業員100人未満の事業所

では約４割にとどまっている。 

※5 ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和） 

     一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕

事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などに

おいても、子育て期・中高年期といった人生の各段階

に応じて多様な生き方が選択・実現できる状態 

  

 

（2）従業員のワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組 

   有給休暇や各種休業等を取得しやすい環境づくりに努める事業所の割合が前回から

大幅に増加して約６割を占めるほか、業務の効率化や共有化、ノー残業デーの設定な

どにより時間外勤務の抑制に取り組む事業所も多い。 

   一方、取組を行っていない事業所は１割程度存在するものの、その割合は前回から

下降し、事業所の意識が少しずつ変わってきている状況が伺える。 

   

 

 

 

 

23.1% 25.8%

19.2%

61.3%

50.0%

58.1%

10%

30%

50%

H24 H29

■定期的にノー残業デーを設けている 

●計画的な有給休暇の取得を推奨するととも

に、性別に関わらず育児・介護休業等が取得

しやすい環境づくりに努めている 

▲時間外勤務を抑制するため、業務効率化や共

有化を推進している 

 

■言葉も内容

も知っている。
58.1%

言葉を聞いた

ことはある

が、内容はよ

く知らない。

25.8%

言葉も内容

も知らない。
12.9%
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１.回答者の属性 

（1）全 般 

   回答者のうち、正社員が約９割、また、30～40代の人が約６割を占めるため、この

調査結果は、30～40代の正社員の傾向がやや強く反映されたものと考えられる。 

   また、回答者における男女の割合はほぼ半々であり、性別による偏りはないものと

考えられる。 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）婚姻状況 

回答者のうち既婚者が約７割を占めるため、

この調査結果は、既婚（配偶者あり）の正社員

の傾向がやや強く反映されたものと考えられ

る。 

 

   

（3）子どもの状況 

   回答者のうち子どもを持つ人・持たない人の

割合はほぼ半々であり、この調査結果は、子どもの有無による偏りはないものと考え

られる。 

   また、子どもを持つ人について、一番下の子どもの年齢階層は、ほぼ各世代に分布している。 

 

     

 

未婚
34.0%

既婚（配偶者あり）
56.4%

既婚（離死別）
8.9%

20代
16.6%

30代
27.4%40代

35.1%

50代
14.7%

60歳～
5.4%

正社員
86.5%

パート
12.7%

その他
0.8%

子どもあり
54.1%

子どもなし
45.2%

３歳未満
17.1%

３～６歳
10.0%

小学生
18.6%中学生

13.6%

高校生
9.3%

大学、短大等
6.4%

社会人
23.6%

その他
1.4%

従業員編 
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（4）要介護者の状況 

   回答者のうち要介護者を持つ人は約１割にとどまり、この調査結果は、要介護者を

持たない正社員の傾向が強く反映されたものと考えられる。 

 

（5）世帯構成 

   回答者のうち核家族世帯（夫婦のみ、親

子二世代）に属する人が約７割を占めるた

め、この調査結果は、核家族世帯に属する

正社員の傾向が強く反映されたものと考え

られる。 

   

 

 

（6）職 種 

   事務職の割合がやや高いものの、回答者

はほぼ各職種に分布しており、この調査結

果は、職種による偏りはないものと考えら

れる。 

   

 

 

２ 仕事への考え方 

（1）正社員 

   管理職への登用を希望する人は正社員全体の約３割（女性の約１割）にとどまり、

女性の約７割、男性の約３割は、管理職として働くことを望んでいない。 

   管理職登用を希望する理由として、収入の増加を挙げる人が大半を占めるほか、仕

事の幅が広がることや、自分の知識・経験・能力を活かせることを挙げる人が多く、

性別や年代による傾向の違いは見られない。 

 一方、管理職登用を望まない理由として、現在の立場に満足していることや責任が

重くなることを挙げる人が多く、この傾向は、20～30代の女性と30～40代の男性に顕

著である。また、自分の知識・経験・能力に自信がないことを挙げる人も多い。 

   

 

 

 

 

 

 

 

希望する
12.0%

希望しない
68.5%

分からない
18.5%

希望する
47.3%

希望しない
30.2%

分からない
17.1%

男性 

一人
9.3%

夫婦のみ
13.5%

二世代
56.8%

三世代
17.0%

その他
2.7%

事務
35.1%

専門・技術
22.4%

生産工程
26.6%

販売・サービス
15.1%

その他
0.4%

女性 
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＜管理職への昇格を希望する理由＞ （複数回答／3つ以内） 

 

   

 

＜管理職への昇格を希望しない理由＞ （複数回答／３つ以内） 

   

（上段：女性、下段：男性） 

 

 

 

45.5%

27.3%

18.2%

63.6%

0.0%

0.0%

9.1%

9.1%

0.0%

9.1%

60.7%

23.0%

45.9%

80.3%

1.6%

0.0%

11.5%

14.8%

0.0%

3.3%

今よりも仕事の幅が広がるから。

管理職になって挑戦してみたい仕事があるから。

自分の知識・経験・能力などを活かせるから。

今よりも収入が増えるから。

社内に、女性のキャリアアップや管理職登用を進

めようという雰囲気を感じるから。

社内に、家庭と仕事を両立するための制度が整っ

ているから。

社内に、「自分もこうなりたい」と思う管理職がいる

から。

自分が働くことについて、家族の理解や協力があ

るから。

育児・介護などが落ち着き、自分の時間ができた

から。

その他

0% 20% 40% 60% 80%

47.5%

41.3%

22.5%

2.5%

37.5%

23.8%

13.8%

21.3%

10.0%

10.0%

34.4%

45.9%

27.9%

0.0%

34.4%

1.6%

4.9%

23.0%

4.9%

14.8%

今の立場に不満がないから。または、今の立場は居

心地がいいから。

今よりも仕事の責任が重くなるから。

今よりも残業や休日出勤が増えるから。

転勤の可能性が出てくるから。

自分の知識・経験・能力などに自信がないから。

社内に、女性のキャリアアップや管理職登用を進め

ようという雰囲気を感じないから。

社内に、家庭と仕事を両立できる制度が整っていな

いから。

社内に、「自分もこうなりたい」と思う管理職がいない

から。

管理職として働くことについて、家族の理解や協力を

得にくいから。

その他

0% 20% 40%
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（2）パートタイム労働者、その他労働者 

※男性及びその他労働者の回答者数が少ないため、主

に、本属性の約９割を占める女性パートタイム労働者の

傾向を記載する。 

   正社員への登用を希望する人、または条件が

合えば希望する人が約６割を占める一方、正社

員への登用を希望しない人が約３割存在する。 

   

 

   現在の働き方を選択する理由として、正社員よりも時間の融通がきくことを挙げる

人が約４割、家庭と仕事を両立しやすいことを挙げる人が約６割を占め、その割合は

前回から大きく上昇している。 

 

３．職場の環境 

（1）日ごろ職場で感じていること 

 女性従業員の活躍やキャリアアップを進めようとする雰囲気や、性別に関わらず能

力の高い従業員が評価されていることを感じている人の割合は、男女ともに上昇傾向

にある。また、性別に関わらず研修や学習の機会が与えられると感じている人の割合

は、男女ともに過半数を超えることから、人事・研修分野での性別による格差は軽減

されてきている状況が伺える。 

   

 

 

17.0%
12.5% 12.7%

32.5%
21.4%

22.6%

37.3%
43.1%

20.8%

28.0%

25.4%

59.3%

0%

20%

40%

60%

H14 H19 H24 H29

14.5%

15.6% 15.3%

31.3%
35.8% 30.5% 34.7%

54.2%

19.4%

14.4% 14.0%

41.2%

0%

20%

40%

60%

H14 H19 H24 H29

希望する
3.3%

条件が合え

ば希望する
59.9%

希望しない
26.6%

37.1%

57.1%

17.1%

22.9%

5.7%

2.9%

17.1%

5.7%

5.7%

0.0%

■正社員よりも勤務時間が短く、時間が自由になるから。

●家事・育児・介護など家庭のことと仕事を両立しやすいから。

転勤がなく、自宅または自宅の近くで働けるから。

▲正社員としての勤め先が見つからなかったから。

正社員として働くことについて、家族の理解や協力を得にくいから。

正社員よりも仕事の責任が軽いから。

仕事の内容が自分の希望と合っているから。

自分が持っている特殊技能・資格・経験などを活かせるから。

他に主な収入源があるから。

その他

0% 20% 40% 60%

女性 男性 

■女性社員の活躍やキャリアアップを進めようとする雰囲気を感じる 

●性別に関わらず、能力の高い社員が評価されている 

▲補助的な仕事や雑用は、女性の役割だと考えている男性社員が多い 
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４．ワーク・ライフ・バランスへの考え方 

（1）正社員 

 男女ともに、家庭生活や個人の時間を優先したいと考える人とすべてのバランスを

取りたいと考える人の割合が同じ程度であったが、今回の調査では、全てのバランス

を取りたいと考える人の割合が大きく上昇して約７割を占め、正社員の意識が、仕事

と家庭生活の両方の充実を重視する方向へ変わりつつあることが伺える。 

   また、実際の生活では、男女ともに、約５割の人が仕事を優先しているものの、全

てのバランスが取れていると考える人が、前回から上昇して約３割を占める。 

 

   

                             

（上段：女性、下段：男性） 

    

時間外勤務について、女性の約２割、男性の約４割は常に残業をしており、また、

男性の約１割は常に休日出勤をしているが、男女ともに、約６割の人が現状維持を望

んでいる。 

   今よりも時間外勤務を減らしたいと考える人は、女性の約２割、男性の約３割を占

め、その理由として、家族や自分のための時間を確保したいことを挙げる人が多い。 

また、今よりも時間外勤務を増やしたいと考える人は、男女ともに約１割存在し、

その理由として、収入を増やしたいことを挙げる人が大半を占める。 

 

   

   

（上段：女性、下段：男性）   

34.8%

43.5%

21.7%

17.8%

38.8%

41.1%

ほとんどない

忙しい時期にはある

常にある

0% 20% 40% 60%

2.2%

23.9%

71.7%

0.8%

20.9%

72.9%

■仕事を優先したい。

●家庭生活や個人の時間を優先したい。

▲全てのバランスを取りたい。

0% 20% 40% 60% 80%

46.7%

20.7%

26.1%

53.5%

13.2%

26.4%

■仕事を優先している。

●家庭生活や個人の時間を優先している。

▲全てのバランスが取れている。

0% 20% 40% 60% 80%

理想 

現実 

残 業 

65.2%

30.4%

1.1%

42.6%

40.3%

14.0%

ほとんどない

忙しい時期にはある

常にある

0% 20% 40% 60%

休日出勤
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（2）パートタイム労働者、その他労働者（※6） 

※6 その他労働者：正社員、パートタイム労働者以外の労働者（契約社員、請負労働者など） 

※男性及びその他労働者の回答者数が少ないため、主に、本属性の約９割を占める女性パートタ

イム労働者の傾向を記載する。 

   ワーク･ライフ･バランスへの考え方の傾向は正社員と類似しており、全てのバラン

スを取りたいと考える人が、約８割を占める。 

   一方、実際に全てのバランスが取れている人は約３割にとどまり、約４割の人は仕

事を優先している。       

                            

（上段：女性、下段：男性） 

   

   時間外勤務の状況は正社員とは大きく異なり、残業・休日出勤のない人が大半を占

め、約７割の人が現状維持を望んでいる。 

   今よりも時間外勤務を減らしたいと考える人は約２割を占め、その理由として、家

族や自分のための時間を確保したいことを挙げる人が多い。また、今よりも時間外勤

務を増やしたいと考える人が約１割存在し、その理由として、収入を増やしたいこと

を挙げる人が大半を占める。 

 

 

   

（上段：女性、下段：男性）   

58.1%

35.5%

6.5%

100.0%

0.0%

0.0%

ほとんどない

忙しい時期にはある

常にある

0% 20% 40% 60% 80% 100%

80.6%

16.1%

3.2%

100.0%

0.0%

0.0%

ほとんどない

忙しい時期にはある

常にある

0% 20% 40% 60% 80% 100%

休日出勤

6.5%

16.1%

77.4%

0.0%

0.0%

100.0%

仕事を優先したい。

家庭生活や個人の時間を優先したい。

全てのバランスを取りたい。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

38.7%

25.8%

32.3%

0.0%

50.0%

50.0%

仕事を優先している。

家庭生活や個人の時間を優先している。

全てのバランスが取れている。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

理想 

現実 

残 業 
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５．育児・介護休業の取得状況  

（1）育児休業の取得状況 

   約９割の事業所が育児休業制度を整備しているものの、育児休業中の女性従業員が

いる事業所は約５割、育児休業中の男性従業員がいる事業所は１割未満である。（事

業所編 ４(1)参照） 

   子どもを持つ女性のうち、育児休業の取得経験がある人は、正社員の約３割、パー

トタイム労働者等の約２割を占める。女性正社員について年代別に見ると、子育て期

にある30代は、約８割の人が育児休業を取得しており、制度を利用しながら就業を継

続している状況が伺える。一方、40～50代では約２割に落ち込み、制度の恩恵を受け

られなかったものと考えられる。 

   育児休業を取得しなかった理由として、制度がなかったことを挙げる人が約２割を

占めるほか、その他（自由記載）を選択した約３割の人の大半は、結婚・妊娠・出産

を機に退職し制度を利用しなかった（または利用できなかった）と回答していること

から、子育て期に育児休業制度がなかった、または、育児休業制度を利用しながら就

業を継続する環境が整っていなかった女性が一定程度存在すると推測される。 

  ＜育児休業の取得状況＞ 

     

   

＜育児休業を取得しなかった理由＞ 

   

（上段：女性、下段：男性） 

 

 

 

 

あり
27.3%

なし
72.7%

なし
100.0%

男性

15.0%

17.5%

35.0%

32.5%

35.7%

24.3%

24.3%

15.7%

育児休業制度を利用することはできたが、自分の意思で

取得しなかった。

育児休業制度はあったが、何らかの理由により利用でき

なかった。

育児休業制度がなかったため、取得できなかった。

その他

0% 20% 40%

女性 
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（2）介護休業の取得状況 

 約８割の事業所が介護休業制度を整備しているものの、介護休業中の従業員がいる

事業所は１割未満である。（事業所編 ４(2)参照） 

   従業員のうち、要介護状態にある家族を持つ人は約１割にとどまり（１(4)参

照）、男女ともに、介護休業の取得実績はほとんどない。 

   介護休業を取得しなかった理由として、男女ともに、介護休業が必要になったこと

がないことを挙げる人が約９割を占めるが、本市の高齢化率や要介護認定率（※）な

ど介護をとりまく状況を踏まえると、この項目で見られる傾向は、全市的な傾向とは

区別して扱うべきものと考えられる。 

※高齢化率   … 33.6％（出典：長野県人口別年齢推計、平成29年10月１日現在） 

   要介護認定率 … 16.2％（出典：長野県人口別年齢推計・介護保険事業状況報告書資料、平成29年10

月１日現在） 

 

  ＜育児休業の取得経験＞ 

      

  

 ＜介護休業を取得しなかった理由＞ 

   

（上段：女性、下段：男性） 

 

あり
0.9%

なし
99.1%

なし
100.0%

0.9%

1.9%

3.7%

90.7%

2.8%

1.6%

1.6%

1.6%

91.9%

3.2%

介護休業制度を利用することはできたが、自分の意

思で取得しなかった。

介護休業制度はあったが、何らかの理由により利用

できなかった。

介護休業制度がなかったため、取得できなかった。

介護休業制度が必要な状況になったことはない。

その他

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性 男性 
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６．セクシュアルハラスメント 

（1）セクシュアルハラスメントの経験 

【自分が経験した】 

   女性のうち、体型に関するハラスメントを受けた人が約３割、当然のように雑用を

するよう求められた人が約２割を占める。また、男性の約１割は、当然のように重

い荷物を持つよう求められた経験がある。 

【他人の経験を見た】 

   女性の約２割、男性の約１割は、特定の異性社員ばかりに目をかける人を目にして

いるほか、男女ともに約１割の人は、体型に関するハラスメントを受ける人を目に

している。 

【相談された】 

   男女ともに約９割の人は、全10項目について未選択であり、セクシュアルハラスメ

ントに関する相談を受けた経験がないものと推測される。 

 

（2）セクシュアルハラスメントの原因に関する認識 

 男女ともに、性的発言に対する男女の感じ方の差異に鈍感な人の存在を挙げる人が

約５割、また、社員どうしが仕事のパートナーとして対等な関係を築けていないこと

を挙げる人が約３割を占める。      

                             （上段：女性、下段：男性） 

（3）セクシュアルハラスメント被害を受けた場合の相談相手 

 家族や友人など外部に相談相手を求める人は、女性の約６割、男性の約４割を占め

20～30代ではその割合が高い。  

（上段：女性、下段：男性）   

36.6%

47.2%

60.2%

0.0%

5.7%

41.2%

30.5%

42.7%

0.8%

8.4%

社内の関係者

同僚

家族・友人

その他

いない

0% 20% 40% 60%

26.0%

17.9%

49.6%

21.1%

26.0%

29.3%

2.4%

31.3%

22.9%

51.9%

18.3%

16.0%

22.1%

3.8%

社員どうしが、仕事のパートナーとして対等な関係を築けていないから。

社内で、社員どうしの日常的なコミュニケーションが不足しているから。

性的な発言に対する男女の感じ方の差について、鈍感な人がいるから。

性別による役割分担意識の強い人がいるから。

セクハラを受ける側が、はっきり嫌だと言わない（言えない）から。

社内でセクハラに対する認識が低く、セクハラがあったときの対応が甘いから。

その他

0% 20% 40%


